






 畜舎､葬儀場､ペット霊園､住宅宿泊事業施設､旅館､ホテル､簡易宿所
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Q&A 

Q. 開発事業の敷地は、建築確認申請の敷地と同じと考えてよいですか。

◎ 同じ敷地とは、限りません。

土地利用上、一体として利用可能なひとまとまりの土地は、同一の敷地とみなします。

また、道路を挟んだ土地についても同様です。（都市計画課までこ相談ください。）

Q開発事業の概要を示した標識を、公衆の見やすい場所に30日間設置しなければな

りませんが、30日間はどのように算定すればよいですか。

R 期間の算定は標識設置の初日を算入せず、翌日から起算します。（下図参照）

(2日から数えて30日目の31日までとなります。）
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まちづくり条例には地域別に2つの種類があります。
市街化区域とそれ以外とでは、開発の規模や性格などに違

いがあるため、まちづくり条例は、「市街化区域内におけるま

ちづくり」を目的としたものと「市街化調整区域および都市計

画区域外における土地利用の適正化」を目的としたものの2

種類があります。
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一
「金沢市における土地利用の適正化に関する条例」

（市街化調整区域および都市計画区域以外の区域）
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